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【ご記入に当たっての注意事項】 

 

① 私学共済制度にかかる諸届けには、学校法人等代表者印の押印が必要です。私学共済

制度に関する諸届けの権限を代表者（理事長等）が他の役職者（学長、校長、園長、院

長等）に委任する場合にはあらかじめ「委任状」で届け出ていただく必要があります。 

 ※この場合の代表者印は、学校法人（準学校法人）及び社会福祉法人の理事長印、宗教

法人の代表役員印、個人立幼稚園の設置者印となります。登記の有無については問い

ません。 

② 私学共済制度のうち、貸付制度については、制度の性質上、手続きに慎重を期すため、

他の手続きと同一の取扱いとするか、異なる取扱いとするか（委任者からの届け出の対

象としないか）を確認しています。そのため、「①貸付を含む全般・②貸付を除く」につ

いては必ずご記入ください。 

 

 

 

 
〔記入例〕 

本来の代表者印を押印

してください。 

「①貸付を含む全般」あ

るいは「②貸付を除く」の

いずれかに必ず○をつけ

てください。 

当該届出で委任を届け

出る学校記号番号、学校

名を全て記入してくだ

さい。４校を超えて同時

に届出を希望する場合

には、複数枚提出してく

ださい。 

受任者の役職を記入し

てください。受任者の役

職で該当するものがな

い場合は空欄に明記し

てください。 


